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株主各位

（証券コード：2498）

2023年12月７日

株 主 各 位
東 京 都 渋 谷 区 本 町 三 丁 目 1 2 番 １ 号

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス

代表取締役社長 野 崎 秀 則

【当社ウェブサイト】
　https://www.oriconhd.jp/

（上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」、
「株主総会資料」の順に選択のうえ、ご確認ください。）

【株主総会資料掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/2498/teiji/

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名）又は証券
　コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択
　のうえ、ご確認ください。）

第18回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第18回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げま
す。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年12月21日
（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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株主各位

１．日　　時 2023年12月22日（金曜日）　午前10時
２．場　　所 東京都渋谷区本町三丁目12番１号

住友不動産西新宿ビル６号館
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス ２階　会議室

報告事項 １. 第18期（2022年10月1日から2023年９月30日まで）事業報告、連結計算書
類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第18期（2022年10月1日から2023年９月30日まで）計算書類報告の件

第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 補欠監査役２名選任の件

記

３．目的事項

決議事項

４．議決権の行使についてのご案内
(1) 書面による議決権行使の場合
　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2023年12月21日（木曜日）午後５時30
分までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合
　インターネットにより議決権を行使される場合には、後記（４頁）の「インターネットに
よる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2023年12月21日（木曜日）午後５時30分までに
行使してください。

５．その他の株主総会招集に関する事項
　代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様１名を代理人とし
て、その議決権を行使することとさせていただきます。

以　上

＜ご注意事項等＞
１. 本株主総会に関しましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を

記載した交付書面をお送りしています。ただし、以下の事項につきましては、法令及び当社
定款第18条の規定に基づき、前頁の当社ウェブサイト、株主総会資料掲載ウェブサイト及び
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）に掲載しておりますので、交付書面には記
載しておりません。
①　連結計算書類の「連結注記表」
②　計算書類の「個別注記表」
従いまして、電子提供措置事項記載書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計
監査人及び監査役がそれぞれ会計監査報告及び監査報告を作成するに際して監査をした連結
計算書類及び計算書類の一部であります。

２. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁の当社ウェブサイト、株主総会資料掲載ウェ
ブサイト及び東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）において、その旨、修正前及
び修正後の事項を掲載いたします。

３. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。

４. 当期の剰余金の配当について
　当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行う
ことができる旨を当社の定款第45条に定めています。
　当期の期末配当につきましては、2023年11月14日開催の取締役会において、次のとおり剰
余金の配当を行うことを決議いたしました。
①　配当財産の種類　金銭
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金100円　配当総額608,351,600円
③　剰余金の配当が効力を生じる日　2023年12月25日（月曜日）
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議決権行使のご案内

※議決権行使書はイメージです。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいま
すようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

株主総会に
ご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数なが

ら、同封の議決権行使書用紙

を会場受付へご提出ください。

2023年12月22日（金曜日）

午前10時

株主総会開催日時

インターネットで議決権
を行使する方法

次ページの案内に従って、議

案の賛否をご入力ください。

2023年12月21日（木曜日）

午後５時30分完了分まで

行使期限

書面で議決権を
行使する方法

同封の議決権行使書用紙に各

議案の賛否をご表示のうえ、

ご返送ください。

行使期限

2023年12月21日（木曜日）

午後５時30分到着分まで

・�書面及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使と

してお取り扱いいたします。

・�インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い

いたします。

・�書面による議決権行使における各議案に賛否の記載がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

第１号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２、３号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員否認する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を
否認する場合

「賛」の欄に〇印をし、
否認する候補者の番号を
ご記入ください。
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議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

ＱＲコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使

ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って

賛否をご入力ください。
２

「スマート行使」での議決権行使は１回
に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で
すがＰＣ向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙
に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力
してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※ＱＲコードを再度読取っていただくと、ＰＣ向けサ

イトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のＱＲコードを

読み取ってください。
１

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード及びパスワードを入力すること

なく議決権行使ウェブサイトにログインすること

ができます。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）

（受付時間　午前９時～午後９時）

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

以降は画面の案内に従って

賛否をご入力ください。
４

議決権行使ウェブサイトに

アクセスしてください。
１

「次へすすむ」を

クリック

議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」をご入力ください。
２

「議決権行使コード」

を入力

「ログイン」を

クリック

議決権行使書用紙に記載された

「パスワード」をご入力ください。
３

「パスワード」

を入力

実際にご使用になる

新しいパスワードを

設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。
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定款一部変更議案

現行定款 変更案

第４章　取締役及び取締役会

（取締役の員数）

第20条 当会社の取締役は７名以内とする。

第４章　取締役及び取締役会

（取締役の員数）

第20条 当会社の取締役は９名以内とする。

株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　取締役会の監督機能の強化及び経営体制の一層の充実を図ることを目的として、取締役の増員

が可能となるよう、現行定款第20条の取締役の員数を７名以内から９名以内に変更するものであ

ります。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
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取締役選任議案

候補者

番 号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１
の

野

 

　
ざき

崎

 

　

 

 
ひで

秀

 

　
のり

則
1 9 5 8年９月2 3日生

1982年４月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社
1995年４月 同社 東京事業本部環境文化部

景観デザイン室長
1999年11月 ㈱中央設計技術研究所 取締役
2000年12月 同社 代表取締役社長
2005年12月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

取締役執行役員 関西支社長
2007年10月 同社 取締役常務役員 事業本部長
2008年８月 同社 取締役常務役員 ＳＣ事業本部長
2009年10月 同社 取締役常務役員 経営企画担当
2009年12月 同社 代表取締役社長(現任)
2009年12月　当社 取締役 連携推進担当
2011年10月 当社 取締役 事業推進統括
2012年10月 当社 取締役 企画開発本部長
2012年12月 当社 代表取締役副社長
2013年12月 当社 代表取締役社長(現任)

56,300株

【重要な兼職の状況】
㈱オリエンタルコンサルタンツ　代表取締役社長

２

もり

森

 

　
た

田

 

　

 

 
のぶ

信

 

　
ひこ

彦
1 9 5 6年９月５日生

1980年４月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社
1998年４月 同社 経営企画室長
2000年10月 同社 関西支社総合技術部長
2003年11月 ㈱オリエス西日本(現㈱エイテック)

代表取締役社長
2005年11月 ㈱中央設計技術研究所　取締役
2011年10月 ㈱リサーチアンドソリューション

代表取締役社長
2012年５月 当社 執行役員事業推進担当
2012年10月 当社 執行役員企画開発本部 副本部長
2012年12月 当社 取締役企画開発本部長
2012年12月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

執行役員 ＧＣ事業本部 副本部長
2013年10月 当社 取締役統括本部長(現任)
2013年12月 ㈱リサーチアンドソリューション

代表取締役会長
2013年12月 ㈱InterAct 監査役
2014年10月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

上席理事 事業企画統括担当(現任)
2016年12月 ㈱リサーチアンドソリューション

取締役会長
2023年12月 同社 特別顧問(現任)

27,200株

【重要な兼職の状況】
－

第２号議案　取締役８名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役７名全員が任期満了となります。つきましては、経営体

制の一層の充実を図るため取締役１名を増員することとし、第１号議案の定款一部変更の件

が承認可決されることを条件として、取締役８名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者

番 号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

３

あお

青

 

　
き

木

 

　

 

　

 

 
しげる

滋
1 9 5 9年１月１日生

1982年４月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社
1996年10月 同社 中部支社 都市・交通部

都市環境室長
2000年４月 同社 東京事業本部 環境文化部長
2003年５月 同社 東京事業本部

営業・業務統括リーダー
2003年12月 同社 執行役員 中部支社長
2007年10月 同社 取締役常務役員 統括本部副本部長
2008年12月 同社 取締役常務役員 統括本部長
2009年10月 同社 取締役常務役員 ＳＣ事業本部長
2012年12月 同社 取締役専務役員 ＳＣ事業本部長
2013年10月 当社 執行役員 事業戦略担当
2013年12月 当社 取締役 事業戦略担当
2014年10月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

取締役専務役員　事業本部長
2018年12月 同社 取締役専務役員　事業推進本部長
2019年10月 同社 取締役専務役員　経営企画担当
2020年12月 同社 取締役専務役員　経営企画担当

兼 ＤＸ推進本部長（現任）
2021年12月　当社 取締役 国内事業推進本部長（現任）

35,600株

【重要な兼職の状況】
㈱オリエンタルコンサルタンツ　取締役専務役員

４

よね

米

 

　
ざわ

澤

 

　

 

 
えい

栄

 

　
じ

二
1 9 6 3年１月2 2日生

1985年４月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社
1999年10月 同社 東京事業本部環境文化部

景観デザイン室長
2002年７月 同社 国際事業部 業務部担当部長
2005年10月 同社 グループ経営企画室長
2006年８月 同社 経営企画室長
2007年４月 同社 関西支社副支社長
2008年９月 同社 ＧＣ事業本部 営業部付
2013年10月 同社 ＧＣ事業本部 道路交通事業部長
2013年12月 同社 執行役員 ＧＣ事業本部

道路交通事業部長
2014年６月 ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル

代表取締役常務役員
2014年10月 当社 執行役員 重点化事業責任者
2015年10月 ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル

代表取締役社長（現任）
2018年12月 当社 取締役 海外事業担当
2021年12月　当社 取締役 海外事業推進本部長（現任）

29,400株

【重要な兼職の状況】
㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル

代表取締役社長
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取締役選任議案

候補者

番 号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

５
たちばな

橘

 

　

 

　

 

 
よし

義

 

　
のり

規
1 9 5 9年６月1 4日生

1984年４月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ入社
2006年11月 ㈱オリエス総合研究所(現㈱エイテック)

取締役
2007年５月 吉井システムリサーチ㈱(現㈱リサーチ

アンドソリューション)　代表取締役社長
2011年10月 ㈱エイテック　執行役員
2011年10月 当社　執行役員
2012年12月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ　執行役員
2017年12月 ㈱エイテック　代表取締役社長(現任)
2017年12月 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

上席理事 事業企画統括担当（現任)
2021年12月　当社 取締役 ＩＴ基盤統括本部長（現任）

17,500株

【重要な兼職の状況】
㈱エイテック　代表取締役社長

６
たつ

龍

 

　
の

野

 

　
あき

彰

 

　
お

男
1 9 5 6年９月５日生

1980年４月　㈱オリエンタルコンサルタンツ入社
2005年12月　同社 取締役 東京事業本部長
2007年10月　同社 上席理事 事業企画統括担当
2007年10月　当社 理事 事業推進本部長
2007年12月　当社 取締役 事業推進本部長
2007年12月　㈱ワールド(現㈱エイテック) 取締役
2007年12月　㈱オリエスセンター(現㈱エイテック)

監査役
2008年５月　㈱オリエンタルコンサルタンツ 常務理事

事業企画統括担当
2009年12月　同社 理事 事業企画統括担当
2009年12月　㈱エイテック 代表取締役
2013年12月　㈱オリエンタルコンサルタンツ

監査役（現任）
2014年６月　㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル

監査役
2016年６月　㈱中央設計技術研究所 監査役（現任）
2016年10月　当社 執行役員 海外事業担当
2016年10月　㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル

取締役
2018年10月　同社 取締役執行役員 業務本部長
2021年12月　当社 執行役員 監査担当
2023年11月　当社 執行役員 内部監査本部長（現任）

23,900株

【重要な兼職の状況】
㈱オリエンタルコンサルタンツ　監査役
㈱中央設計技術研究所　監査役

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者

番 号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

７
たか

高

 

　
はし

橋

 

　

 

 
あき

明

 

　
と

人
1 9 7 5年３月3 0日生

2000年４月 弁護士登録
アンダーソン・毛利法律事務所
(現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所

2005年４月 ニューヨーク州弁護士登録
2007年３月 西村孝一法律事務所 入所
2009年９月 高橋・片山法律事務所 開設(現任)
2012年12月 当社 社外監査役
2015年３月 日本カーボン㈱ 社外取締役
2015年12月 当社 社外取締役（現任）
2018年２月 オーエスジー㈱

社外取締役(監査等委員)（現任）
2022年６月 東亜石油㈱

社外取締役(監査等委員)

－株

【重要な兼職の状況】
オーエスジー㈱　社外取締役(監査等委員)

８
た

田

 

　
しろ

代

 

　

 

 
まさ

真

 

　
み

巳
1 9 5 2年５月1 1日生

1976年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
1997年10月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）

国際審査部 副部長
1998年４月 同行 国際審査部 業務推進役
1999年10月 同行 審査第二部 主席審査役
2001年４月 ㈱三井住友銀行 国際審査部長
2002年12月 同行 シンガポール支店長
2003年６月 同行 執行役員 シンガポール支店長
2006年４月 同行 執行役員
2006年６月 太陽石油㈱ 取締役
2008年６月 同社 執行役員
2010年７月 ＳＭＢＣインターナショナルビジネス㈱

取締役副社長
2012年６月 同社 代表取締役社長
2013年12月 当社 社外監査役
2015年６月 東洋エンジニアリング㈱

社外取締役（現任）
2016年12月 当社 社外取締役（現任）

－株

【重要な兼職の状況】
東洋エンジニアリング㈱　社外取締役

（注）１．龍野彰男氏は、新任の取締役候補者であります。

２. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

３. 高橋明人氏は、社外取締役候補者であります。同氏は現在当社の社外取締役であ

り、その在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって８年となります。高橋明

人氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。

なお、高橋明人氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。同氏の

再任が承認された場合は、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。

社外取締役選任の理由及び果たすことが期待されている役割について、高橋明人氏

－ 9 －
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取締役選任議案

を候補者とした理由は、弁護士として企業法務に精通し、専門家としての豊富な知

識・経験を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただき

たいためであります。上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行

できるものと判断しております。

４. 田代真巳氏は、社外取締役候補者であります。同氏は現在当社の社外取締役であ

り、その在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって７年となります。田代真巳

氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。

なお、田代真巳氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。同氏の

再任が承認された場合は、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。

社外取締役選任の理由及び果たすことが期待されている役割について、田代真巳氏

を社外取締役候補者とした理由は、金融機関での長期にわたる業務経験を、当社の

経営に活かしていただきたいためであります。また、同氏は監査を通じて、当社の

業務内容に精通していることから、引き続きその知識や経験を当社の経営の監督に

活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

５. 当社は会社法第427条の定めにより損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締

結できる旨を定款に定めており、高橋明人氏及び田代真巳氏との間で当該責任限定

契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、両氏との間で当該責

任限定契約を継続する予定であります。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額であ

ります。

６. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険

契約は、職務の執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことに

よって被る損害及び当該損害賠償請求に関する争訟費用等を填補することとしてお

ります。すべての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることにな

ります。また、次回更新時も引き続き締結予定であります。

－ 10 －
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取締役選任議案

氏名 企業経営 技術
営業

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
人事 財務会計

企業法務
リスク

マネジメ
ント

グローバル
ビジネス

IT・
デジタル

取
締
役

野崎　秀則 ● ● ● ●

森田　信彦 ● ● ● ● ● ●

青木　　滋 ● ● ● ● ●

米澤　栄二 ● ● ● ● ●

橘　　義規 ● ● ● ● ●

龍野  彰男 ● ● ● ● ● ● ●

高橋　明人 社外 ● ● ●

田代　真巳 社外 ● ● ●

監
査
役

小道　正俊 ● ● ● ● ●

圓山　　卓 社外 ● ● ● ●

町田　英之 社外 ● ● ●

ご参考　本総会において、各取締役候補者が原案どおり選任された場合の取締役及び監査役の

スキル・マトリックスは以下のとおりとなります。

－ 11 －
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補欠監査役選任議案

候補者

番 号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

くろ

黒

 

　
かわ

川

 

 

 

　

 

　
はじめ

肇
1 9 5 8年１月６日生

1982年10月 DH&S公認会計共同事務所
（現有限責任監査法人トーマツ）入所

1991年８月 公認会計士登録
1993年７月 Deloitte & Touche GmbH 出向
1997年９月 監査法人トーマツ

（現有限責任監査法人トーマツ）
国際専任部門

2000年10月 同社 東京事務所パブリックセクター部
2011年10月 独立行政法人国際協力機構 監事
2017年６月 ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル

顧問
2018年12月 同社 監査役（現任）

－株

【重要な兼職の状況】
㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル　監査役

２

おお

大

 

　
はし

橋

 

　

 

 
だい

大

 

　
すけ

輔
1 9 7 1年３月２日生

1996年10月 青山監査法人 入所
2004年４月 公認会計士登録
2006年９月 あらた監査法人

(現PwCあらた有限責任監査法人）入所
2007年５月 EYトランザクションアドバイザリー

サービス㈱ 入社
2011年６月 ㈱アカウンティングアドバイザリー 入社

（現任）

－株

【重要な兼職の状況】
－

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、補欠監査役２名の選任をお願いするもので

あります。

　なお、候補者黒川肇氏は社外監査役以外の監査役の補欠として、候補者大橋大輔氏は社外

監査役の補欠として選任をお願いするものであります。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。各候補者からは、監査役

が任期中に退任し、所定の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 12 －
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補欠監査役選任議案

（注）１. 各補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２. 大橋大輔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏を補欠の社外監査役候補

者とした理由は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識・経験と高

い倫理観に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、その知識、経験等

をもとに、当社の適正な企業活動への助言や監査を期待したためであります。な

お、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役として以外の方法で会社の経営に関与

した経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を

適切に遂行できるものと判断しております。

３. 当社は会社法第427条の定めにより損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締

結できる旨を定款に定めており、黒川肇氏及び大橋大輔氏が監査役に就任した場合

には、両氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額であ

ります。

４. 大橋大輔氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同

氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏を独立役員として指定する予定であり

ます。

５. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険

契約は、職務の執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことに

よって被る損害及び当該損害賠償請求に関する争訟費用等を填補することとしてお

ります。各補欠監査役候補者が監査役に就任した場合、役員等賠償責任保険契約の

被保険者となる予定であります。また、次回更新時も引き続き締結予定です。

以　上

－ 13 －
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当事業年度の事業の状況、主要な事業内容、財産及び損益の状況

（2022年10月１日から2023年９月30日まで）

事　 業　 報　 告

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項

１．当連結会計年度の事業の状況

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による規制が緩和さ

れ、景気は緩やかな回復基調で推移したものの、エネルギー・原材料価格の高騰や急激な

為替変動等に伴う物価の上昇、ウクライナ情勢の長期化やパレスチナ情勢の緊迫度合いが

高まるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中で、当社グループでは、重点的に取り組む事業を、国内市場５つ(イ

ンフラ整備・保全、水管理・保全、防災、交通、地方創生)、海外市場５つ(民間事業、ス

マートシティ開発事業、O&M事業、DX事業、事業投資)に定め、各市場で推進しておりま

す。

市場別の受注状況は、国内市場におきましては、「防災・減災、国土強靱化のための５

か年加速化対策」による公共工事の執行により、引き続き、防災・減災関連のハード・ソ

フト対策業務、道路・河川・港湾等の維持管理業務等の受注環境は堅調であり、当連結会

計年度における受注高は513億85百万円(前連結会計年度比6.6％増)となりました。

海外市場におきましては、開発途上国でのインフラ整備の需要は依然旺盛で良好な受注

環境にあり、当連結会計年度における受注高は310億41百万円(前連結会計年度比10.5％増)

となりました。

これらの結果、当連結会計年度の受注高は824億26百万円(前連結会計年度比8.0％増)と

なりました。

売上高及び営業損益につきましては、国内市場、海外市場とも堅調に推移しており、売

上高は781億54百万円(前連結会計年度比1.1％増)、営業利益は38億83百万円（同4.6％

増）、経常利益は42億58百万円（同1.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は28億31

百万円（同4.1％増）となりました。

なお、2023年２月27日から行われた当社連結子会社に対する定期税務調査において、協

力会社（下請業者）への委託費及び経費について、協力会社の役務提供を受けた案件では

なく、別の案件に計上している（以下、「原価付け替え」という。）との指摘を受け、同

年４月27日からの社内調査、並びに、同年７月18日からの弁護士及び公認会計士等の外部

専門家による原価付け替えの実態把握のための調査の結果、複数の拠点において原価付け

替えが行われていたこと、また、売上の前倒し計上の疑義もあること、これらが過年度に

おいても行われていた疑義があることが判明いたしました。

当社は本案件に関する事実関係の調査等を実施することを目的として、同年８月４日か

ら外部有識者によって構成する特別調査委員会を設置し調査を進め、同年10月10日に本案

件に関する調査報告書を受領しました。

同報告書を受領し、当該不適切な会計処理による過年度の連結計算書類に与える影響

は、軽微であるため、過年度の連結計算書類の訂正は行わないことといたしました。

また、同特別調査委員会に係る調査費用及び関連する費用等を特別調査費用等として、

特別損失に２億46百万円計上しております。

同委員会による不適切な会計処理が行われていたことの調査報告を受けて、同年10月20

日開催の当社取締役会におきまして、当社及び当社連結子会社が今後実施すべき再発防止

策について決議しております。

－ 14 －
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当事業年度の事業の状況、主要な事業内容、財産及び損益の状況

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度中の設備投資の金額は11億76百万円で、主な内訳は次のとおりでありま

す。

社内管理システムの構築　　　　　　　　　　　　 275百万円

グランピング施設の構築　　　　　　　　　　　　 272百万円

情報通信機器及び周辺機器　　　　　　　　　　 　247百万円

事務所建物及び付属設備並びに什器備品　　　　　 166百万円

(3) 資金調達の状況

当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年、４月、５月に売上代金の回収が

集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾

向にあります。この資金需要に備えるため、コミットメントライン契約、当座借越契約を締

結しております。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

２．主要な事業内容（2023年９月30日現在）

　当社グループは国内外において、社会基盤の整備から維持管理に至るコンサルティング事

業、人材、業務プロセスに係るマネジメントなど幅広い知的サービスの提供並びに建設・建築

に係る工事、リサイクル、環境事業を行っております。また、これらに関連する情報システ

ム、ソフトウエアの研究開発、販売も行っております。

区 分 単 位 第15期 第16期 第17期
第18期

(当連結会計年度)

受 注 高 千円 91,838,536 74,297,534 76,299,912 82,426,523

売 上 高 千円 62,880,920 68,305,157 77,338,963 78,154,245

経 常 利 益 千円 2,538,552 3,476,388 4,336,461 4,258,009

親会社株主に
帰属する当期
純 利 益

千円 1,535,232 1,708,650 2,719,026 2,831,474

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

円 269.58 294.62 470.05 474.24

総 資 産 千円 47,706,375 50,017,719 55,191,573 62,684,976

純 資 産 千円 12,011,781 14,049,673 18,758,829 22,189,797

１ 株 当 た り
純 資 産 額

円 2,088.76 2,425.10 3,194.59 3,652.62

３．財産及び損益の状況

(1) 企業集団の財産及び損益の状況

(注) 第17期（2022年９月期）より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年
３月31日）等を適用しております。
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当事業年度の事業の状況、主要な事業内容、財産及び損益の状況

区 分 単 位 第15期 第16期 第17期
第18期

(当事業年度)

営 業 収 益 千円 663,424 698,151 759,388 925,949

経 常 利 益 千円 299,634 303,489 372,534 498,855

当 期 純 利 益 千円 273,580 207,282 307,158 454,295

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

円 48.04 35.74 53.10 76.09

総 資 産 千円 10,415,553 11,953,073 18,327,646 20,707,015

純 資 産 千円 6,525,316 6,644,133 6,748,618 7,359,645

１ 株 当 た り
純 資 産 額

円 1,134.70 1,149.03 1,151.71 1,214.04

(2) 当社の財産及び損益の状況

(注) 第17期（2022年９月期）より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年
３月31日）等を適用しております。
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重要な子会社の状況

会社名 資本金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

㈱オリエンタルコンサルタンツ 500百万円 100.0％
社会環境整備に係る事業の知的サービ
スを提供するグローバルな総合コンサ
ルタント等

㈱オリエンタルコンサルタンツ
グ ロ ー バ ル

490百万円 100.0％
社会環境整備に係る事業の知的サービ
スを提供するグローバルな総合コンサ
ルタント等

㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 450百万円 100.0％
地質・土質調査、環境・環境浄化、構
造物調査・リニューアル、水理解析、
さく井工事、解体工事、温泉工事等

㈱ 中 央 設 計 技 術 研 究 所 30百万円
100.0％

(100.0％)

上下水道、廃棄物、環境、情報に関す
る調査･計画･設計、維持･運営マネジメ
ント等

㈱ エ イ テ ッ ク 95百万円 100.0％
建設調査・設計・監理、GIS、空間情
報、測量・計測、交通観測・解析、情
報処理、機器販売・レンタル等

㈱リサーチアンドソリューション 10百万円 100.0％

建設マネジメント、計測制御、資産管
理等に関する多様なITソリューション
の提供、「人材」及び「業務プロセ
ス」に係るアウトソーシング、リソー
スマネジメント等

特 定 完 全 子 会 社 の 名 称 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

特 定 完 全 子 会 社 の 住 所 東京都渋谷区本町3-12-1

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額

 4,225,364千円

当 社 の 総 資 産 額 20,707,015千円

４．重要な子会社の状況

(注) １．議決権比率の欄の()内は間接保有比率であり内数であります。

２．当事業年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。
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対処すべき課題

５．対処すべき課題

2023年２月27日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ

（以下、「OC」という。）に対する定期税務調査において、協力会社（下請業者）への委託費

及び経費について、協力会社の役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上している（以

下、「原価付け替え」という。）との指摘を受け、同年４月27日からのOC社内調査、並びに、

同年７月18日からの弁護士及び公認会計士等の外部専門家による原価付け替えの実態把握のた

めの調査の結果、複数の拠点において原価付け替えが行われていたこと、また、売上の前倒し

計上の疑義もあること、これらが過年度においても行われていた疑義があることが判明いたし

ました。

　そのため、同年８月４日に外部有識者によって構成する特別調査委員会を設置し、調査を進

め、同年10月10日に同委員会より調査報告書を受領し、不適切な会計処理が行われていたこと

の報告、並びに、再発防止に関する提言を受けました。

　同報告を受けて、同年10月20日開催の当社取締役会におきまして、当社及び当社連結子会社

が今後実施すべき再発防止策について決議いたしました。

　今後は、二度と同様の事象を生じさせないことを決意し、再発防止策の徹底に取り組むとと

もに、適正な内部統制の整備と運営に取り組んでまいります。

当社グループは、2018年９月に2025年ビジョン及び中期経営計画を策定し、同計画における

2025年の営業利益目標を４年前倒しで達成したこと、また、今後の社会のあり方が大きく変化

することを踏まえまして、2022年11月に、2030年に向けたビジョン及び中期経営計画を策定い

たしました。

当社グループでは、更なる成長に向け、2030年のビジョンとして、「社会価値創造企業～自

らが社会を創造する担い手になる～」を定め、「革新」「変革」「挑戦」をキーワードにした

基本戦略に基づき、国内・海外において事業を展開し、“社会価値創造企業”の実現に向け、

国・地域とのより高い信頼関係を築き、国・地域の活力や魅力を高める事業を推進してまいり

ます。

また、当社グループは、中期経営計画の基本方針に基づき、下記の施策を実施いたします。

(1)事業創造・拡大

・事業の総合化・事業経営の推進、DXの推進により新たな社会価値を創造し、国内外におけ

る市場を拡大してまいります。

・重点化事業により、ナンバーワン・オンリーワンの技術やサービスを確立してまいりま

す。

・国内と海外で競争力を強化し、各市場で自律的に成長し、各市場間の連携を図りながら、

ワンストップで事業を推進してまいります。

(2)人材確保・育成

・多様な人材の確保と、プロフェッショナル人材の育成を推進してまいります。

・グループ内外のリソースの効果的な活用により、国内外シームレスな協働体を構築いたし

ます。

(3)基盤整備

・DXの推進により、グループ共通基盤を整備、推進し、業務プロセスの変革を行い、生産性

改革、働き方改革につなげます。

・国内においては、エリアマネジメントの全国展開にあわせて、マネジメント機能をもたせ

た拠点整備を推進します。また、海外においては、現地法人や、設計業務を行う現地デザ

インセンターなどの海外拠点の整備を推進してまいります。

・ポストコロナ時代のニューノーマル社会を見据え、多様な働き方に対応可能な柔軟な制度

と環境整備を推進してまいります。
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主要な事業所、使用人の状況

㈱ オ リ エ ン タ ル コ ン サ ル タ ン ツ
ホ ー ル デ ィ ン グ ス ( 当 社 )

本社：東京都渋谷区

㈱ オ リ エ ン タ ル コ ン サ ル タ ン ツ 本社：東京都渋谷区

㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル 本社：東京都新宿区

㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 本社：東京都台東区

㈱ 中 央 設 計 技 術 研 究 所 本社：石川県金沢市

㈱ エ イ テ ッ ク 本社：東京都渋谷区

㈱リサーチアンドソリューション 本社：福岡県福岡市博多区

㈱ ジ ェ ー エ ス テ ッ ク 本社：埼玉県さいたま市中央区

㈱ ア キ バ 本社：島根県松江市

㈱ 鈴 木 建 築 設 計 事 務 所 本社：千葉県松戸市

三 協 建 設 ㈱ 本社：静岡県浜松市北区

Oriental Consultants India Private Limited 本社：India New Delhi

Oriental Consultants Japan Co.,Ltd. 本社：Myanmar Yangon

Oriental Consultants Philippines,Inc. 本社：Philippines Makati City

６．主要な事業所（2023年９月30日現在）

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

3,305名 173名増

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

14名 １名増

７．使用人の状況（2023年９月30日現在）

(1) 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員であり、臨時使用人数は含まれておりません。

(2) 当社の使用人の状況
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主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

借 入 先 借 入 額

㈱ 三 井 住 友 銀 行 4,498,370千円

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,152,500千円

三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 3,660,779千円

㈱ 静 岡 銀 行 231,708千円

遠 州 信 用 金 庫 70,000千円

㈱ み ず ほ 銀 行 60,000千円

浜 松 信 用 金 庫 50,000千円

㈱ 伊 予 銀 行 37,500千円

８．主要な借入先の状況（2023年９月30日現在）

（注）当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、借入限度額60億円のコミッ

トメントライン契約を、㈱三井住友銀行を主幹事とし、㈱三菱ＵＦＪ銀行、三井住

友信託銀行㈱、㈱みずほ銀行及び㈱伊予銀行と締結しており、上記借入額には当該

借入額が含まれております。

９．その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 20 －



2023/11/30 16:44:18 / 23053595_株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス_招集通知_電子提供措置用

株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 20,000,000株

(2) 発行済株式の総数 6,126,120株（自己株式42,604株を含んでおります）

(3) 株主数 3,008名

株 主 名 持 株 数 ( 株 ) 持株比率(％)

オリエンタルコンサルタンツホールディングス
社 員 持 株 会

1,154,854 18.9

パ シ フ ィ ッ ク コ ン サ ル タ ン ツ
株 式 会 社

335,100 5.5

住 友 不 動 産 株 式 会 社 292,600 4.8

オ リ エ ン タ ル 白 石 株 式 会 社 250,000 4.1

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 223,600 3.6

平 野 利 一 185,000 3.0

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 152,000 2.4

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 140,000 2.3

大 樹 生 命 保 険 株 式 会 社 140,000 2.3

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 140,000 2.3

株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く。） 8,400株 ５名

Ⅱ．株式に関する事項

１．株式の状況（2023年９月30日現在）

（注）譲渡制限付株式報酬による新株発行により、発行済株式の総数は25,900株増加してお

ります。

(4) 大株主（上位10名）

(注) １.持株比率は小数点第２位以下を切り捨てて記載しております。

２.持株比率は自己株式42,604株を控除して算定しております。

３.当社は、従業員持株会信託型ESOPを導入しております。当該信託の信託財産として、

株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式21,400株は、上記の自己

株式に含めておりません。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

(注) １.当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅲ．会社役員の状況　４．取締役及び監査

役の報酬等　(1) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載しております。

２.株式数は、当社役員が兼務する関係会社の職務執行の対価として交付した株式を含ん

でおります。
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株式に関する事項

① 取対象株式の種類 当社普通株式

② 取得した株式の総数 55,400株

③ 取得価額 160,812,500円

④ 取得日 2022年11月16日～2023年７月14日（約定ベース）

(6) その他株式に関する重要な事項

　当社は、株主還元および経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社

法第459条第１項第１号の規定による当社定款第45条の定めに基づき、自己株式を以下のとお

り取得いたしました。

2022年11月14日及び2023年３月24日開催の取締役会決議

２．新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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会社役員の状況

氏 名 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

野 崎 秀 則 代 表 取 締 役 社長

㈱オリエンタルコンサルタンツ　代表取締役社長

森 田 信 彦 取 締 役 統括本部長

㈱リサーチアンドソリューション　取締役会長

青 木 　 滋 取 締 役 国内事業推進本部長

㈱オリエンタルコンサルタンツ　取締役専務役員

米 澤 栄 二 取 締 役 海外事業推進本部長

㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル　代表取締役社長

橘 　 義 規 取 締 役 ＩＴ基盤統括本部長

㈱エイテック 代表取締役社長

高 橋 明 人 取 締 役 オーエスジー㈱　社外取締役(監査等委員)

田 代 真 巳 取 締 役 東洋エンジニアリング㈱　社外取締役

小 道 正 俊 常 勤 監 査 役 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング　監査役

圓 山 　 卓 監 査 役 IPAX総合法律事務所　代表弁護士

㈱インテグリティ・ヘルスケア　社外監査役

町 田 英 之 監 査 役 RAIパートナーズ㈱　代表取締役

Ⅲ．会社役員の状況

１．取締役及び監査役の状況（2023年９月30日現在）

(注) １. 取締役　高橋明人氏及び田代真巳氏は、社外取締役であります。また、当社は両氏を

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま

す。

２. 監査役　圓山卓氏及び町田英之氏は、社外監査役であります。また、当社は両氏を東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３. 監査役　町田英之氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有するものであります。

２．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役 高橋明人氏及び田代真巳氏、監査役 小道正俊氏、社外監査役 圓山卓氏

及び町田英之氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の定める額でありま

す。

－ 23 －



2023/11/30 16:44:18 / 23053595_株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

３．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。その契約の内容の概要等は以下のとおりであります。

イ.被保険者の範囲

　当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員

ロ.保険契約の内容の概要

　当該保険契約により、被保険者の職務の執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求が

なされたことによって被る損害及び当該損害賠償請求に関する争訟費用等を填補することとし

ております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令に

違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求等は塡補の対象と

しないこととしております。なお、保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な

保険料負担はありません。

４．取締役及び監査役の報酬等

(1) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、取締役会の諮問機関であり、

委員の過半数を社外役員とする指名・報酬諮問委員会において、その内容につき審議し、指

名・報酬諮問委員会の答申を受けて、取締役会にて決議しております。また、取締役会は、当

事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報

酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方

針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要等は次のとおりであります。

ａ．基本報酬に関する方針

　取締役の基本報酬は固定報酬（月額報酬）とし、役員基礎額（求められる役割の責任度合

いに対する報酬）、取締役加算額（求められる取締役としての責任度合いに対する報酬）、

役員職位加算額（求められる業績達成の責任度合いに対する報酬）により決定しておりま

す。

ｂ．業績連動報酬等に関する方針

　業績への貢献度については、基本報酬（固定報酬）の役員職位加算額において反映し、業

績連動報酬はありません。

ｃ．非金銭報酬等に関する方針

　社外取締役以外の取締役は、事前交付型の譲渡制限付株式報酬により非金銭報酬等を支給

しております。

　譲渡制限付株式報酬の付与株式数は、付与時における基本報酬（固定報酬）のうちの役員

基礎額及び取締役加算額の合計額に支給率を乗じた額に対して、付与時の株価により算定し

た株式数相当としております。

ｄ．報酬等の割合に関する方針

　取締役の個人別の各報酬等の割合は、おおよそ次の割合としております。

　基本報酬（固定報酬）：非金銭報酬＝８：２～９：１
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区分
報酬等の総額

（千円)

報酬等の種類別の総額（千円)
対象と
なる

役員の
員数
(名)基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取　締　役
(うち社外取締役)

73,462
（6,048)

64,724
（6,048)

－
8,738
（－)

7
(2)

監　査　役
(うち社外監査役)

20,424
（5,160)

20,424
（5,160)

－ －
3

(2)

合　計
(うち社外役員)

93,886
（11,208)

85,148
(11,208)

－
8,738
（－)

10
(4)

ｅ．報酬等の付与時期や条件に関する方針

　基本報酬（固定報酬）は、毎年株主総会後の12月中に決定し、翌年1月～12月に、基本報

酬（固定報酬）を12等分した定期同額給与として支給いたします。

　非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、株主総会において決議された報酬の限度内で取

締役会決議に基づき、毎年１月に割り当ていたします。

　関係会社の取締役を兼務する取締役で、関係会社より当該取締役の報酬等が全額支給され

る場合には、関係会社より請求を受けて、当該取締役の兼務分の報酬を負担いたします。

ｆ．報酬等の決定の委任に関する事項

　取締役の個人別の報酬等の内容決定を次の者に委任いたします。

① 委任を受ける者の地位及び担当 代表取締役社長　野崎秀則

② 委任する権限の内容 個人別の報酬の決定

③ 委任する理由 当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の

担当部門について評価を行うには代表取締役

が適していると判断しているため。

④ 適切な権限行使のための措置 取締役の個人別の報酬は、取締役の個人別の

報酬等を決定するために必要な基本方針等に

関する原案等を指名・報酬諮問委員会に諮問

し、指名・報酬諮問委員会の助言・提言を踏

まえ取締役の個人別の報酬等算定し、取締役

協議により決定する。

(2) 当事業年度に係る報酬等の総額
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(注) １. 取締役の報酬限度額は、2006年７月13日開催の㈱オリエンタルコンサルタンツの臨時

株主総会において承認された株式移転計画において年額230百万円以内（ただし、使

用人分給与は含まない）と定められております。当該計画に基づいて、2006年８月28

日に設立された時点の当社取締役の員数は３名です。

また、2016年12月22日開催の第11回定時株主総会において、別枠で譲渡制限付株式を

付与するための報酬の額として、年額26百万円以内とする報酬限度額のご承認をいた

だいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名（うち、社外取締役は

１名）です。上記の非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費

用計上した額であります。

２. 監査役の報酬限度額は、2006年７月13日開催の㈱オリエンタルコンサルタンツの臨時

株主総会において承認された株式移転計画において年額40百万円以内と定められてお

ります。当該計画に基づいて、2006年８月28日に設立された時点の当社監査役の員数

は３名です。

３. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「(1) 役員報酬等の

内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状

況は「Ⅱ.株式に関する事項　１．株式の状況　(5)当事業年度中に職務執行の対価と

して当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

(3) 社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額

　該当事項はありません。

５．社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役 高橋明人氏は、オーエスジー㈱の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。

　取締役 田代真巳氏は、東洋エンジニアリング㈱の社外取締役を兼任しております。

　監査役 圓山卓氏は、IPAX総合法律事務所の代表弁護士及び、㈱インテグリティ・ヘルス

ケアの社外監査役を兼任しております。

　監査役 町田英之氏は、RAIパートナーズ㈱の代表取締役を兼任しております。

　当社と、オーエスジー㈱、東洋エンジニアリング㈱、IPAX総合法律事務所、㈱インテグリ

ティ・ヘルスケア及びRAIパートナーズ㈱との間には特別な利害関係はありません。

(2) 法令又は定款に違反する事実その他不当又は不正な業務の執行の予防のために行った行為

及び発生後の対応

　当社は、当社連結子会社において不適切な会計処理が行われていた疑義があることが判明

したことを受け、2023年８月４日から特別調査委員会を設置し調査を進め、同年10月10日に

同委員会から調査報告書を受領し、同年10月20日に今後実施すべき再発防止策を策定いたし

ました。

　社外取締役及び社外監査役は、当該不適切な会計処理が判明するまでその事実を認識して

おりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の重要性について注意喚起を行

ってまいりました。

　当該不適切な会計処理認識後は、法令遵守の徹底、再発防止に向けた取り組みに対して適

宜提言を行うなど、その職責を果たしております。

－ 26 －



2023/11/30 16:44:18 / 23053595_株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

取締役会(16回開催) 監査役会(14回開催) 発言状況及び社外取締役に
期待される役割に関して行った

職務の概要
任期中の

開催数
出席回数 出席率

任期中の

開催数
出席回数 出席率

取締役
高橋明人

16回 16回 100％ － － －

弁護士としての専門的見地と実

務経験を生かし、業務執行者か

ら独立した客観的な立場から、

取締役会をはじめ当社の経営に

関する重要な会議に参加し、自

身の経験及び見識を生かした妥

当性・適正性を確保するための

必要な助言及び提言を行い、会

社経営の監督機能を果たしてい

ます。

取締役
田代真巳

16回 14回 88％ － － －

企業経営の経験者としての業務

経験と見識を生かし、業務執行

者から独立した客観的な立場か

ら、取締役会をはじめ当社の経

営に関する重要な会議に参加

し、自身の経験及び見識を生か

した妥当性・適正性を確保する

ための必要な助言及び提言を行

い、会社経営の監督機能を果た

しています。

監査役
圓山卓

16回 16回 100％ 14回 14回 100％
主に弁護士としての専門的見地

からの発言を行っております。

監査役
町田英之

16回 16回 100％ 14回 14回 100％

主に公認会計士としての専門的

見地からの発言を行っておりま

す。

(3) 当事業年度における主な活動状況
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(1) 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬等の額 55百万円

(2) 当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額
145百万円

Ⅳ．会計監査人に関する事項

１．当社の会計監査人の名称　　　　有限責任監査法人トーマツ

２．当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を区分しておりませんので、上記(1)の金額には金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬等を含めて記載しております。

２. 当社監査役会は、会計監査人の報酬について、会計監査人より必要な資料の入手、報

告を受けた上で、報酬見積もりの算定根拠について確認し、会計監査人としての業務

内容、監査体制等を考慮した結果、上記の会計監査人の報酬の額は適切であると判断

し、これに同意いたしました。

３．当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人等の監査

を受けています。

３．非監査業務の内容

　当社の子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトー

マツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、フィリピン国における受注案件に係

る委託業務についての対価を支払っております。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役

会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨

及びその理由を報告いたします。
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Ⅴ．会社の体制及び方針

１.業務の適正を確保するための体制及び、当該体制の運用状況の概要

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 取締役・使用人は、内部統制規則及びコンプライアンス経営規則に従い、法令・定款

及び社会規範を遵守した行動をとる。

② コンプライアンスの統括部署は、コンプライアンスに関する取り組みについて統括

し、また取締役・使用人に対してコンプライアンス教育を行う。

③ 内部監査部門として内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。

④ 取締役・使用人は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重

要な事実を発見した場合には、直ちに情報管理責任者に報告し、またこれらの法令違

反その他重要な事実発見の漏れをなくすための仕組み（社内通報規定）により補完す

る。

⑤ 監査役は、当社の法令遵守体制及び社内通報規定の運用に問題があると認めるとき

は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、法令、文書管理規則及び情報セキュリティ

規則に従い、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。

取締役及び監査役は、常時、これらの文書を閲覧することができる。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 業務の執行に付随するリスクについては、リスク管理規則に従い、管理を行う。

② リスク管理方法等については、適宜見直しを行うこととし、特に業務の遂行について

は、安全性確保・品質向上に向けた対応を強化する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項

を決定し、取締役の業務執行状況を監督する。

② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会

を毎月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。

③ 取締役会は、経営目標・予算の策定・見直しを行い、代表取締役社長以下取締役はそ

の達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。

④ 取締役の任期を１年とし、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築

する。

⑤ 取締役会の業務執行機能を高めるため、執行役員制度を導入し、経営の迅速化を図

る。
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(5) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

① グループ共通の経営方針をグループ全体へ周知徹底する。

② 当社の取締役及びグループ会社の代表取締役が参加する定期的な会議を開催すること

で、当社及びグループ会社間の情報の共有を図る。

③ グループ会社全てに適用する関係会社管理規則に従い、グループ会社各社で管理、報

告すべき事項及び体制を定める。

④ 当社及びグループ内における業務の執行において、グループ会社全てに適用するリス

ク管理規則に従い、グループ各社で管理、報告すべき事項及び体制を整備する。

⑤ 内部統制規則に従い、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を

確保する。

⑥ 当社及びグループ会社の監査役は、定期的に会合をもち、監査環境の整備状況等につ

いて意見交換を行う。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の

実効性の確保に関する事項

　監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使

用人の指揮命令権を監査役におき、任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を聴取

し、取締役と意見交換をした上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保

するとともに、当該使用人に対する指示の実効性を確保する。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　監査役は、当社及びグループ会社の取締役会ほかの重要な会議に出席し､取締役及び使用

人から､重要事項の報告を受けるものとする。また前記に拘らず監査役はいつでも必要に応

じて、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
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(8) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は監査役監査規定に基づき、取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、

会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対しその説明を求めるこ

とができる。

② 監査役は効率的な監査を実施するため、定期的に会計監査人等と協議又は意見交換を

行い、監査に関する相互補完を行う。

③ 監査役は、当社及びグループ各社の代表取締役と定期的に会合をもち、業務執行方針

を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査環

境の整備状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。

④ 監査役の半数以上を社外監査役とすることで、経営の透明性を担保する。

(9) 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制

　当社及びグループ会社は、社内通報規定により、監査役に報告した者が報復等により不

利益を被ることがないことを保証している。

(10) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をした時は、当該

監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該請求に基づき支払

を行う。なお、監査役は、当該費用の支出に当たってはその効率性及び適正性に留意する

ものとする。

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制

① 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内

部統制の体制整備と有効性向上を図る。

② 内部統制室は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う。有効性評価を受

けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じなければならな

い。

(12) 反社会的勢力排除に向けた体制

　当社及びグループ会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力

に対しては、取引関係を含め一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求

等に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
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(13) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　経営及び業務執行の健全かつ適正な運営の強化のため、各部署及び各グループ会社にお

いてその適切な運用に努めるとともに、内部監査室がその運用状況を随時モニタリングし

ております。その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの運用

に努めております。また、取締役・使用人が当社における重大な法令違反その他コンプラ

イアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに当社社長及び統括本部長に報告

するものとし、これらの法令違反その他重要な事実発見の漏れをなくすための仕組みとし

て社内通報制度を設けております。

　当社グループの重要なリスク情報については、内部情報及び内部者取引管理規則に従

い、グループ会社の社長から当社社長及び統括本部長に正確かつ迅速に集約され、統括本

部長はグループ会社社長、外部機関と相談し、適切に処理するとともに、その対応状況に

ついては取締役会及びグループ社長会等でフォローを行っております。

　また、業務執行に付随するリスクについては、リスク管理規則に従い、管理を行ってお

ります。リスク管理方法については適宜見直しを行うこととし、品質確保、効率性向上に

向けた対応を強化しております。

２．会社の支配に関する基本方針

　当社は、2022年11月24日開催の当社取締役会において、買収防衛策の更新を決議し、同年12

月23日開催の定時株主総会において、買収防衛策の有効期限を2025年12月開催予定の2025年９

月期に係る当社定時株主総会の終結の時までとする旨決議されました。なお買収防衛策の詳細

につきましては、当社ウェブサイト（https://www.oriconhd.jp/）において、全文を掲載して

おります。

(1) 基本方針の概要

　当社は、建設コンサルタント業務を主軸とした公共・公益事業に関するコンサルタント業

務を展開しており、極めて公共性が高い企業であると認識しております。また、その経営に

あたっては、かかる業務に関する十分な理解と顧客・従業員及び取引先等の利害関係者との

間に培われた深い信頼関係が不可欠となり、これらなくしては企業価値の向上と株主の皆様

の利益に貢献することはできないものと考えております。したがいまして、当社は、当社の

企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為を行う者は、当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。
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(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社では、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆

様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記(1)の基本方針の実現に資する特別

な取組みとして、以下の施策を実施しております。

イ.企業価値の源泉について

　当社は純粋持株会社であり、当社グループは建設コンサルタント事業をコアとしておりま

す。建設業界におきましては、国土強靭化に関わる防災・減災関連業務や、公共施設の維持

管理業務等により需要は拡大しつつあるものの、国・地方自治体の財政は、依然として厳し

い状況にあり、建設コンサルタント業界の市場規模は、先行きが不透明なものとなっており

ます。このような中、当社グループは健全な経営を継続し、企業競争力を向上させるため

に、受注シェアの拡大に向けた営業活動の強化、グループ各社の専門技術の集約による収益

性の向上、重点化事業への投資による、新規分野・新市場・新顧客への事業拡大、経営基盤

の強化などに取り組んでまいりました。

　当社グループの企業価値の源泉は、公共・公益事業を支える建設コンサルタントとして、

約半世紀にわたり培ってきた経験と技術力にあります。具体的には、道路・河川・交通及び

景観など、国内外の公共・公益事業に関する計画・調査及び設計等のコンサルタント業務、

並びに、施工業務のノウハウ、十分な研鑽を積み、それら業務に精通した従業員の存在、ま

た官公庁をメインとした顧客との間に築き上げられた信頼関係であります。これらの構築の

ためには新技術の研究開発及び人材の確保・育成など、短期的な利益追求ではない、中長期

的ビジョンに立った経営を常に行っていく必要がございます。

　当社グループは、これらの企業価値の源泉を今後も継続し発展させていくことが、当社グ

ループ全体の、ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。

　また、当社グループは、株主の皆様をはじめ、顧客、社会、従業員その他のステークホル

ダーとの関係を大切にした社会的存在としての企業を充分に認識し、顧客ニーズへのきめ細

かな対応、コンプライアンスを尊重した企業モラルの向上こそが、企業価値及び株主共同の

利益の確保・向上につながるものと確信しております。

ロ.企業価値の向上に向けた取組み

　当社グループは、2022年11月に策定した2030年ビジョン及び中期経営計画のもと、当社グ

ループの持つ経営資源を有効に活用するとともに、さまざまなステークホルダーとの良好な

関係を維持・発展させ、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に努めております。

　当社グループでは、更なる成長に向け、2030年のビジョンとして、「社会価値創造企業～

自らが社会を創造する担い手になる～」を定め、「革新」「変革」「挑戦」をキーワードに

した基本戦略に基づき、国内・海外において事業を展開し、“社会価値創造企業”の実現に

向け、国・地域とのより高い信頼関係を築き、国・地域の活力や魅力を高める事業を推進し

てまいります。
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　また、当社グループは、中期経営計画の基本方針に基づき、下記の施策を実施いたしま

す。

㋑事業創造・拡大

・事業の総合化・事業経営の推進、DXの推進により新たな社会価値を創造し、国内外にお

ける市場を拡大してまいります。

・重点化事業により、ナンバーワン・オンリーワンの技術やサービスを確立してまいりま

す。

・国内と海外で競争力を強化し、各市場で自律的に成長し、各市場間の連携を図りなが

ら、ワンストップで事業を推進してまいります。

㋺人材確保・育成

・多様な人材の確保と、プロフェッショナル人材の育成を推進してまいります。

・グループ内外のリソースの効果的な活用により、国内外シームレスな協働体を構築いた

します。

㋩基盤整備

・DXの推進により、グループ共通基盤を整備推進し、業務プロセスの変革を行い、生産性

改革、働き方改革につなげます。

・国内においては、エリアマネジメントの全国展開に併せて、マネジメント機能をもたせ

た拠点整備を推進します。また、海外においては、現地法人や、設計業務を行う現地デ

ザインセンターなどの海外拠点の整備を推進してまいります。

・ポストコロナ時代のニューノーマル社会を見据え、多様な働き方に対応可能な柔軟な制

度と環境整備を推進してまいります。

ハ.コーポレート・ガバナンスについて

　当社グループは、社会環境全般から企業の事業活動に至るまで、幅広い分野において知的

サービスを提供しております。経営に当たっては、「世界の人々の豊かなくらしと夢の創

造」という経営理念のもと、株主の皆様をはじめ、顧客、社員やその家族など、関係する全

ての人々を永続的に満足させるために、経営の透明性、効率性、企業の健全性を確保し、コ

ーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

　当該方針に基づき、当社では2015年度に社外取締役を１名選任、2016年度から社外取締役

を２名選任し、当社の取締役会は社外取締役２名を含めた７名の取締役で構成されておりま

す。また当社では、定例取締役会を月１回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督

を行っております。取締役については、経営責任を明確化するため、任期を１年としており

ます。

　当社は監査役制度を採用しており、独立役員の社外監査役を２名選任し、当社の監査役会

は社外監査役２名を含めた３名の監査役で構成されております。また、当社では、月１回の

定例監査役会を開催するほか、取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じ、取締役の業

務執行の監査を行うとともに、必要に応じて取締役及び使用人に対して業務の執行に関する

報告を求めることとしております。常勤監査役はグループ経営会議等の重要会議にも出席し

ております。

－ 34 －



2023/11/30 16:44:18 / 23053595_株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス_招集通知_電子提供措置用

会社の体制及び方針

　内部監査については、業務執行機関と分離した独立部門として内部監査室を設置しており

ます。法令・諸規程の遵守や業務の適正さの点検・評価を行う内部監査を、部門ごと（子会

社・関連会社を含みます。）及びテーマごとに順次行っております。内部監査室、監査役会

及び会計監査人は、定期的な情報交換・意見交換を行い、連携を密にしております。

(3) 不適切な者によって支配されることを防止するための取組み

　当社は、当社株券等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株

主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大量買付行為を行

おうとする者との交渉の機会を確保するために、当社株券等の大量買付行為への対応策（以

下「買収防衛策」という。）を策定いたしました。

　当該対応策においては、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大量買付行為

を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これを適切に開示する

ことにより、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株券等の大量買付行為を行

おうとする者に対して警告を行うものであります。

(4) 取締役会の判断

　前記（3）の買収防衛策については、当社株券等の大量買付行為を行おうとする者が遵守す

べきルールを明確にし、大量買付者に対して情報提供を求めるとともに、大量買付行為が当

社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する場合に対抗措置を発動することを定めるもので

あり、前記（1）の基本方針に沿ったものであります。またその継続については、株主の皆様

の意思を尊重するため、株主総会での承認をその継続条件としており、さらに取締役会によ

って恣意的な判断がなされることを防止するために特別委員会を設置し、取締役会は特別委

員会の勧告を最大限に尊重したうえで、対抗措置の発動を決議することとしているため、そ

の運営は透明性をもって行われます。

　したがいまして、当社取締役会は、当該買収防衛策が株主の共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

　以上のような体制をとることで監査役の機能強化を図り、経営の健全性、透明性を確保し

てまいります。

３．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主に対する長期的に安定した利益還元を経営の重要課題の一つとして認識してお

ります。あわせて、過去の連結業績の推移、今後の連結業績の見通し、配当性向・配当利回

り・自己資本比率等の指標などを総合的に勘案して配当を決定することを基本方針としており

ます。

　なお、当社グループは、各四半期の利益に変動がございますので、中間配当及び四半期配当

は実施せず、取締役会決議による年１回の配当としております。

　内部留保資金の使途につきましては、今後予想される受注競争の激化や経営環境の変化に耐

え、持続的な企業の成長を図るため、研究開発、基盤整備、財務体質の強化に充当し、株主の

期待に応えるべく、努めてまいる所存であります。
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連結貸借対照表

（2023年９月30日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

商 品

未 成 業 務 支 出 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 ､ 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

50,480,922

9,315,408

30,945,304

8,607

3,000,354

3,957,225

3,289,966

△35,945

12,204,054

3,365,980

942,244

696,468

610,162

599,576

160,552

356,976

1,129,503

812,961

87,641

228,901

7,708,569

1,728,180

1,104,735

455,695

1,306,696

1,279,604

1,354,037

37,540

591,505

△149,426
　

流 動 負 債 39,232,832

支払手形及び買掛金 9,171,913

短 期 借 入 金 12,752,587

未 払 法 人 税 等 440,561

未 払 金 1,779,084

未 払 費 用 756,594

預 り 金 859,747

契 約 負 債 7,681,991

賞 与 引 当 金 1,761,217

受 注 損 失 引 当 金 2,132,313

そ の 他 1,896,821

固 定 負 債 1,262,346

長 期 借 入 金 8,270

退職給付に係る負債 268,318

役員退職慰労引当金 638,808

繰 延 税 金 負 債 161,738

そ の 他 185,209

負 債 合 計 40,495,178

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 21,042,915

資 本 金 795,186

資 本 剰 余 金 1,750,095

利 益 剰 余 金 18,678,911

自 己 株 式 △181,278

その他の包括利益累計額 1,099,720

その他有価証券評価差額金 329,370

為 替 換 算 調 整 勘 定 386,377

退職給付に係る調整累計額 383,971

非 支 配 株 主 持 分 47,162

純 資 産 合 計 22,189,797

資 産 合 計 62,684,976 負 債 純 資 産 合 計 62,684,976

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

(
自　2022年10月１日

)至　2023年９月30日

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 78,154,245

売 上 原 価 60,890,466

売 上 総 利 益 17,263,779

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,380,187

営 業 利 益 3,883,591

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 99,390

保 険 配 当 金 33,225

受 取 保 険 金 1,063

為 替 差 益 323,907

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 13,012

そ の 他 39,485 510,085

営 業 外 費 用

支 払 利 息 87,861

支 払 手 数 料 1,582

支 払 保 証 料 13,952

そ の 他 32,271 135,667

経 常 利 益 4,258,009

特 別 損 失

債 務 保 証 損 失 32,390

特 別 調 査 費 用 等 246,010 278,401

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,979,607

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,225,671

法 人 税 等 調 整 額 △84,952

当 期 純 利 益 2,838,888

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,414

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,831,474

連 結 損 益 計 算 書
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連結株主資本等変動計算書

(
自　2022年10月１日

)至　2023年９月30日

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 760,739 1,705,793 16,280,850 △646,225 18,101,157

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △433,413 △433,413

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,831,474 2,831,474

新 株 の 発 行 34,447 34,447 68,894

自 己 株 式 の 処 分 9,855 983,946 993,801

自 己 株 式 の 取 得 △518,998 △518,998

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 34,447 44,302 2,398,061 464,947 2,941,757

当 期 末 残 高 795,186 1,750,095 18,678,911 △181,278 21,042,915

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株主持分

純 資 産
合 計

その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 204,740 300,047 113,134 617,923 39,748 18,758,829

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △433,413

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,831,474

新 株 の 発 行 68,894

自 己 株 式 の 処 分 993,801

自 己 株 式 の 取 得 △518,998

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

124,630 86,329 270,836 481,796 7,414 489,210

連結会計年度中の変動額合計 124,630 86,329 270,836 481,796 7,414 3,430,968

当 期 末 残 高 329,370 386,377 383,971 1,099,720 47,162 22,189,797

連結株主資本等変動計算書
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貸借対照表

（2023年９月30日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

そ の 他
　

12,936,239

1,341,144

1,127

5,285

11,394,316

194,365

7,770,775

9,706

1,170

8,536

5,878

5,878

7,755,190

779,716

6,896,250

1,662

77,562
　

流 動 負 債 13,236,833

短 期 借 入 金 13,009,149

未 払 金 180,682

未 払 費 用 4,443

預 り 金 3,009

賞 与 引 当 金 7,911

そ の 他 31,636

固 定 負 債 110,536

繰 延 税 金 負 債 110,536

負 債 合 計 13,347,370

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 7,229,187

資 本 金 795,186

資 本 剰 余 金 5,451,263

資 本 準 備 金 3,502,523

そ の 他 資 本 剰 余 金 1,948,740

利 益 剰 余 金 1,164,023

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,164,023

　 繰 越 利 益 剰 余 金 1,164,023

自 己 株 式 △181,285

評価･換算差額等 130,457

その他有価証券評価差額金 130,457

純 資 産 合 計 7,359,645

資 産 合 計 20,707,015 負債純資産合計 20,707,015

貸　借　対　照　表
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損益計算書

(
自　2022年10月１日

)至　2023年９月30日

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益

関 係 会 社 受 取 配 当 金 435,949

関 係 会 社 経 営 管 理 料 490,000 925,949

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 436,393

営 業 利 益 489,555

営 業 外 収 益

受 取 利 息 87,689

受 取 配 当 金 13,072

そ の 他 509 101,270

営 業 外 費 用

支 払 利 息 88,217

支 払 手 数 料 1,582

そ の 他 2,170 91,970

経 常 利 益 498,855

特 別 損 失

債 務 保 証 損 失 32,390 32,390

税 引 前 当 期 純 利 益 466,464

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,898

法 人 税 等 調 整 額 6,270

当 期 純 利 益 454,295

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

(
自　2022年10月１日

)至　2023年９月30日

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 760,739 3,468,076 1,938,615 5,406,691 1,143,141 1,143,141

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △433,413 △433,413

当 期 純 利 益 454,295 454,295

新 株 の 発 行 34,447 34,447 34,447

自 己 株 式 の 処 分 10,125 10,125

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 34,447 34,447 10,125 44,572 20,881 20,881

当 期 末 残 高 795,186 3,502,523 1,948,740 5,451,263 1,164,023 1,164,023

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △645,962 6,664,609 84,008 84,008 6,748,618

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △433,413 △433,413

当 期 純 利 益 454,295 454,295

新 株 の 発 行 68,894 68,894

自 己 株 式 の 処 分 983,676 993,801 993,801

自 己 株 式 の 取 得 △518,998 △518,998 △518,998

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

46,448 46,448 46,448

事業年度中の変動額合計 464,677 564,578 46,448 46,448 611,026

当 期 末 残 高 △181,285 7,229,187 130,457 130,457 7,359,645

株主資本等変動計算書
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年11月27日

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
　　　東　京　事　務　所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 鈴　木　登樹男

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 志　賀　健一朗

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社オリエンタルコンサルタ

ンツホールディングスの2022年10月1日から2023年9月30日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス及び連結
子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の

記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識と
の間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類
の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監
督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
　以　上
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独立監査人の監査報告書
2023年11月27日

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
　　　東　京　事　務　所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 鈴　木　登樹男

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 志　賀　健一朗

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社オリエンタルコンサ

ルタンツホールディングスの2022年10月1日から2023年9月30日までの第18期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の

記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間
に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定
に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
　以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2022年10月１日から2023年９月30日までの第18期事業年度の取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査

報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人有限責任監査

法人トーマツ（以下、「会計監査人」と言う。）からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役会規則、監査役監査規定及び内部統制

システムに係る監査の実施規定に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、

取締役、内部統制室長その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監

査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲

覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子

会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子

会社から事業の報告を受けるとともに業務及び財産の状況を調査いたしまし

た。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業

務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及

び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ

き整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び内部統制室長

等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説

明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制について

は、取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同

号ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同

号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏ま

え、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が

適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げ

る事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備し

ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

(１) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の

執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、事業報告に記載

のとおり、子会社において不適切な会計処理が行われていることが判明しま

した。監査役会は、取締役会の再発防止策の実施状況及び、内部統制システ

ムの整備・運用の改善について、監査・検証してまいります。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の

在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事

業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該

基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではな

く、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めま

す。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果

会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年11月28日

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス　監査役会

常勤監査役 小 道 正 俊 ㊞
社外監査役 圓 山 　 卓 ㊞
社外監査役 町 田 英 之 ㊞

　

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図
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１
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場所　東京都渋谷区本町三丁目12番１号　住友不動産西新宿ビル６号館

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
２階　会議室

交通　都営大江戸線「西新宿五丁目駅」　A1出口　徒歩３分
東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「中野坂上駅」　１番出口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徒歩12分
京王新線「初台駅」　東口　徒歩13分

（お願い）
当会場には駐車場がございませんので、誠に恐縮ですが、公共の
交通機関をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。


